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１．CVMに関する検討の目的

CVMについては、計測精度等の課題についてしばしば指摘がなされている
ことから、事業分野横断的に公共事業評価にCVMを適用する際の考え方
や留意点を整理する。

（背景）
•近年、公共事業実施による効果として、経済効率性の向上のみならず、自然環
境の改善や、快適性の向上等も重要となっている。
•こうした非市場財的効果の計測事例が増加しているが、計測手法の一つである
CVMについては、事業評価監視委員会等の場において、的確な実施について
の指摘がしばしばなされている。
•現在、CVMは、複数の事業評価マニュアルに便益計測手法として位置づけら
れているが、適用対象としている効果の内容や、マニュアルへの記載状況等は、
事業分野によって異なっている。
•そのため、国土交通省として、公共事業評価にCVMを適用する際の考え方や
留意点を事業分野横断的に整理する。
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観光基盤施設整備事業における
費用対効果分析マニュアル

CVMの実施手順を記載（計測対象効果: 満足度向上、利

便性向上、地域的外部効果）
観光基盤施設整備事業

港湾投資の評価に関する解説書
2004

CVMの実施手順を記載（計測対象効果は上と同じ）

港湾整備事業の費用対効果分析
マニュアル

CVMが適用可能である旨記載（計測対象効果: 港湾緑地

整備による緩衝・修景機能、休息機能）
港湾整備事業
（港湾環境整備事業）

大規模公園費用対効果分析手法
マニュアル

CVMが適用可能である旨記載（計測対象効果は上と同

じ）

小規模公園費用対効果分析手法
マニュアル

特殊ケースの場合の便益計測のガイドラインとして、
CVMの実施手順を記載（計測対象効果: 遺跡・史跡の保

存・保護、希少動植物の生息、土砂災害の防止、親水空
間の提供 等）

都市公園事業

下水道事業における費用対効果
分析マニュアル（案）

CVMの実施手順を記載（計測対象効果: 生活環境の改善、

公共用水域の水質保全）
下水道事業

都市再生総合整備事業及び市街
地環境整備事業の新規採択時評
価マニュアル（案）

CVMが適用可能である旨記載（計測対象効果: 施設存在

便益、市民文化向上、歩行者移動サービス向上、上下移
動快適性向上、悪天候対応快適性向上、人車錯綜回避）

都市再生総合整備事業
（拠点整備型）及び市街
地環境整備事業

海岸事業の費用便益分析指針
（改訂版）

CVMの実施手順を記載（計測対象効果: 海岸環境保全、

海岸利用）
海岸事業

ダム周辺環境整備事業における
費用便益分析の手引き（案）

CVMの実施手順を記載（計測対象効果: 環境改善）河川･ダム事業
（ダム周辺環境整備事
業）

河川に係る環境整備の経済評価
の手引き（試案）

CVMの実施手順を記載（計測対象効果: 河川利用の推進、

水質の改善、自然環境の改善）
河川･ダム事業
（河川環境整備事業）

マニュアル名記載内容事業名

2．CVMをマニュアルに記載している事業
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3．CVMの主な適用事例

内水排除、水質浄化に係る環境改善河川H16

水質浄化河川H16事後

住民にとってのシンボル的価値の向上都市公園H18

港湾周辺環境の改善港湾緑地整備H18

景観に配慮した護岸整備、地域住民の利用河川H17

散策道・植栽、緩傾斜スロープ整備、航路浚渫河川H16

水辺プラザ整備による散歩やレクリエーション等河川H16再評価

水辺の楽校、親水護岸の整備ならびに魚道の設置河川H17

魚がすみやすいよう魚道を確保河川H16

十分な水を流し、魚や虫の住みやすい生態系なら
びに景観保全を実現

河川H16

満足度の増加、利便性の向上観光基盤施設整備H15新規

CVMが計測している効果（整備内容）事業年度評価分類
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４．CVMに対する課題の指摘・要望

•手法適用の妥当性（公園事業の便益はCVMで

はなく利用実績に基づき便益を計測すべき）
•適切なサンプル抽出の実施

総務省「各府省が実施した政策評
価の点検結果」

•わかりやすいマニュアルの作成（特にCVM・
TCM・代替法の適用方法の解説）

地方整備局担当者の意見

•CVM、TCM、代替法の適用方法の精緻化
•CVMの適用、環境の効果・影響の扱い等に関

する事業間での整合性確保やマニュアルの統一
性

事業評価監視委員会

•CVMやコンジョイント分析の精度向上に向け

た検討
事業評価手法検討部会（技術指
針）

指摘・要望の内容関係機関等

CVMについては、以下のような指摘・要望が示されている。今後、各事業所
管部局の実務担当者が抱える課題についても整理が必要である。
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既往文献の整理
・国総研検討成果（平成１６年度）
ＣＶＭ等の便益計測手法の
標準的な実施方法を解説

課題の整理

骨子案の作成

各方面からの指摘の整理
・総務省の認定活動調査
・事業評価監視委員会
・実務者の意見 等

最新の知見の分析
・河川局検討成果（平成１９年度）
ＣＶＭに関する既存文献における
知見、ＣＶＭ適用事例の結果の整理
ＣＶＭ実地調査による課題

ＣＶＭの標準的な実施手順の作成

５．とりまとめの方針
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６．外部経済評価の解説（案）の概要
 

①評価対象の決定①評価対象の決定

②情報収集と事前調査②情報収集と事前調査

④プレテスト
④プレテスト

③調査票の作成③調査票の作成

⑤本調査
⑤本調査

⑥支払意思額の決定⑥支払意思額の決定

⑦便益の推計⑦便益の推計

⑧結果の解析と報告⑧結果の解析と報告

再検討

CVMは対象を広く適用可能

・ただしバイアスを防ぐために現実的なシナリオが要求
される
・評価対象が何であるかを明確に特定（対象物だけでな
くそれが持つ多様な価値のうちどの価値を指すのか）

最低200～300サンプルを確保する必要がある

（分析方法によってサンプル数は異なる）

・サンプリングは偏りがないか
・郵送方式かインタビュー形式か
・提示価格があまりにも近すぎると推定が困難になる

本調査の10分の１以下で実施

・情報が正しく受け止められているか
・金額の設定は妥当か
・必要があれば複数回実施

与える情報が多ければ多いほど良い訳ではない

・NOAAガイドラインは「ひかえめな設計」を要求
・基本的にはWTAではなくWTPを聞く

・ダブルバウンド二項選択法が最も多い

正確にシナリオを伝えるためにはフォーカスグルー
プによるディスカッションが欠かせない

・シナリオは現実的か

平均値よりは中央値を選択

・平均値を使うほうが理論的には正しいが、積分の範囲
が調査によって異なる、高額なWTP回答の有無の影響

を受けやすい、等の課題もあり、比較的安定して得るこ
とができる中央値を選択する。

主にロジットモデルにより推計

①評価対象の決定①評価対象の決定

②情報収集と事前調査②情報収集と事前調査

④プレテスト
④プレテスト

③調査票の作成③調査票の作成

⑤本調査
⑤本調査

⑥支払意思額の決定⑥支払意思額の決定

⑦便益の推計⑦便益の推計

⑧結果の解析と報告⑧結果の解析と報告

再検討

CVMは対象を広く適用可能

・ただしバイアスを防ぐために現実的なシナリオが要求
される
・評価対象が何であるかを明確に特定（対象物だけでな
くそれが持つ多様な価値のうちどの価値を指すのか）

最低200～300サンプルを確保する必要がある

（分析方法によってサンプル数は異なる）

・サンプリングは偏りがないか
・郵送方式かインタビュー形式か
・提示価格があまりにも近すぎると推定が困難になる

本調査の10分の１以下で実施

・情報が正しく受け止められているか
・金額の設定は妥当か
・必要があれば複数回実施

与える情報が多ければ多いほど良い訳ではない

・NOAAガイドラインは「ひかえめな設計」を要求
・基本的にはWTAではなくWTPを聞く

・ダブルバウンド二項選択法が最も多い

正確にシナリオを伝えるためにはフォーカスグルー
プによるディスカッションが欠かせない

・シナリオは現実的か

平均値よりは中央値を選択

・平均値を使うほうが理論的には正しいが、積分の範囲
が調査によって異なる、高額なWTP回答の有無の影響

を受けやすい、等の課題もあり、比較的安定して得るこ
とができる中央値を選択する。

主にロジットモデルにより推計
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７．指針の構成（案）

(6) 本調査

1) 本調査の標本数

2) サンプルの抽出

3) 本調査の実施場所

4) 支払意思額を記入しない場合の処理

(7) 支払意思額の決定

1) 異常値の排除

2) 個人の支払意思額の推定

(8) 便益の推計

1) 支払意思額の集計

2) 集計結果の信頼性の確認

(9) 結果の解析と報告

1) 結果の解析

2) 結果の報告

(1) CVMの評価の概要

1) CVMの概要

2) 支払意思額の把握方法

3) CVM適用上の留意点

(2) 評価対象の決定

1) 対象事業の特定とシナリオ作成

2) 調査範囲（母集団）の設定

3) 調査方法の決定

(3) 情報収集と事前調査

1) 概算の支払意思額の把握

2) 便益集計に必要なデータの整理

(4) 調査票の作成

1) 支払意思額の回答方式の選定

2) 調査票の作成

(5) プレテスト

1) プレテストの目的

2) プレテストの標本数

3) プレテストでの検証のポイント
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８．ご議論いただきたいポイント

•課題の整理や指針のとりまとめに当たって配慮す
べき事項はあるか。

•指針の活用に当たって配慮・検討すべき事項はあ
るか。


